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学 生 に よ る 共 通 教 育 科 目 の 授 業

評 価 ア ン ケ ー ト の 実 施 に つ い て

平 成 ８ 年 １ ２ 月 １ １ 日

大 学 教 育 審 議 会 決 定

本 年 度 か ら 新 た に ス タ ー ト し た 本 学 の 共 通 教 育 は ， 全 学 的 な 教 官 の 参 加 ， 協 力

の 下 で 順 調 に 実 施 さ れ て い る が ， 今 後 よ り 一 層 の 進 展 と 充 実 が 図 ら れ る べ き で あ

る 。

つ い て は ， 平 成 ９ 年 度 か ら ， 個 々 の 教 官 の 授 業 改 善 を 促 進 し ， 支 援 す る こ と を

目 的 と し て ， 大 学 教 育 研 究 実 践 セ ン タ ー （ 以 下 「 実 践 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） が 中

心 と な り ， 受 講 学 生 に よ る 授 業 評 価 を 下 記 に よ り 導 入 す る も の と す る 。

な お ， 授 業 改 善 に つ い て は ， 個 々 の 教 官 の 改 善 へ の 取 組 み を 基 本 と し な が ら も ，

そ れ を 支 援 す る 適 切 な シ ス テ ム あ る い は 実 効 的 な 措 置 が 重 要 で あ り ， 学 生 に よ る

授 業 評 価 の 導 入 も こ の 一 環 と し て 行 う も の で あ る 。

記

１ ア ン ケ ー ト の 実 施 方 法

共 通 教 育 科 目 の う ち ， 教 養 教 育 科 目 （ 基 礎 セ ミ ナ ー を 除 く 。 ） 及 び 共 通 基 礎

教 育 科 目 （ 当 面 は 実 習 科 目 を 除 く 。 ） の 各 授 業 を 対 象 に ， 各 学 期 の 授 業 の 最 後

に 担 当 教 官 へ 依 頼 し て 実 施 す る 。

２ ア ン ケ ー ト の 設 問 項 目 及 び 評 価 法

設 問 は ， 主 と し て １ 年 次 学 生 を 想 定 し て 平 易 で 簡 潔 な も の と し ， 受 講 学 生 に

よ っ て 理 解 ， 解 釈 に 幅 の 生 じ る 設 問 は 極 力 避 け る こ と と す る 。

な お ， 評 価 法 は ， ５ 段 階 評 価 と す る 。

３ ア ン ケ ー ト 結 果 の 取 扱 い 及 び 取 り ま と め

(1) 第 １ 段 階

回 収 さ れ た ア ン ケ ー ト 用 紙 は ， 学 務 部 教 務 課 （ 以 下 「 教 務 課 」 と い う 。 ）

に お い て ， 各 授 業 ご と に コ ン ピ ュ ー タ で 処 理 集 計 し ， こ の 結 果 を 当 該 授 業 担

当 教 官 へ 通 知 す る 。 そ の 際 ， 処 理 済 み の ア ン ケ ー ト 用 紙 も 併 せ て 一 括 送 付 し ，

ア ン ケ ー ト の 自 由 記 述 内 容 を 担 当 教 官 に 承 知 願 う と と も に ， ア ン ケ ー ト 用 紙

の 取 扱 い を 委 ね る 。

な お ， こ れ 以 降 ， ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 は ， 授 業 科 目 名 （ 担 当 教 官 ） を 特

定 で き る 形 で は 一 切 取 り 扱 わ な い 。

(2) 第 ２ 段 階

教 務 課 は ， ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 を カ リ キ ュ ラ ム 委 員 会 に 置 く 各 専 門 委 員

会 の 所 管 す る 分 野 ご と に 取 り ま と め ， 実 践 セ ン タ ー へ 提 出 す る 。

担 当 教 官 は ， ア ン ケ ー ト の 回 答 内 容 に 関 す る 感 想 ， 意 見 等 を 実 践 セ ン タ ー

へ 提 出 す る こ と が で き る 。

実 践 セ ン タ ー は ， こ れ ら の デ ー タ 及 び 集 約 し た 意 見 等 を カ リ キ ュ ラ ム 改 善

の 参 考 資 料 と し て ， カ リ キ ュ ラ ム 委 員 会 へ 提 供 し ， 必 要 な 意 見 を 聴 す る 。

(3) 第 ３ 段 階

実 践 セ ン タ ー は ， ア ン ケ ー ト の 集 計 結 果 を 分 析 及 び 総 括 し て ， 大 学 教 育 審

議 会 へ 報 告 す る 。

４ ア ン ケ ー ト の 見 直 し

ア ン ケ ー ト の 実 施 方 法 ・ 設 問 項 目 等 は ， 実 践 セ ン タ ー に お い て ， ア ン ケ ー ト

の 実 施 結 果 を 踏 ま え て 今 後 と も 見 直 し を 行 い ， 改 善 を 図 っ て い く こ と と す る 。

５ そ の 他

(1) 前 各 項 の ほ か ， ア ン ケ ー ト の 実 施 に 付 属 し て 必 要 な こ と は ， 実 践 セ ン タ ー

長 が 決 定 す る 。

(2) ア ン ケ ー ト の 実 施 に 係 る 事 務 は ， 教 務 課 が 担 当 す る 。


